
下川町スポーツ・文化地域クラブ(地域クラブ)の概要
この地域クラブは、将来にわたり、中学生がスポーツ活動及び文化芸術活動

に継続して親しむことができる機会を確保することを目的とします。

○事務局は教育委員会

○コーディネーターの配置
地域クラブの企画運営、「ゆるスポ・文化クラブ」の企画運営

○ゆるスポ・文化クラブとは
・地域クラブの中に設置
・クラブ員の志向や体力等の状況に適し、自主性を尊重した様々なスポーツ・文化活動

○地域クラブサポーターの配置(町の会計年度任用職員として任用)
指導者 地域クラブの技術指導にあたる者
見守り 地域クラブの運営や活動のサポートをする者
対象者 地域の方々、保護者、公務員(学校の先生を含む) 

※公務員は兼職兼業の手続きが必要 ※労働者災害補償保険法により補償



○活動場所
下川中学校、スポーツセンター、公民館、町内社会体育・社会教育施設

○活動時間
平 日 ２時間以内、学校休業日は３時間以内、週当たり１１時間以内
学期中 週当たり5日以内、原則祝祭日は活動しない

○クラブ員の対象者
町内に住所を有する中学生、下川町町教育委員会が認める中学生

○入会の手続き
保護者は、教育委員会に申請

○参加料
年額5,000円(下川町要保護及び準要保護児童生徒及び下川町特別支援教育就学奨励
費就学援助の認定を受けている者は、免除)
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